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■大人向けの本■
　①「悼む人」　　　　　　　　　　天童荒太　著
　②「光」三浦しをん　著
　③「新型インフルエンザ・恐怖のＸデー」　
 岡田晴恵　著
　④「へんな判決」　朝日新聞出版　編
　⑤「逆境力」宮本延春　著
■子ども向けの本■　
　①「チームあした」吉野万里子　作
　②「妖怪アパートの幽雅な日常」　４
 香月日輪　作
　③「おかしのくにのうさこちゃん」　　　　
　　　　　　　　　　　　　　ディック　ブルーナ作
　④「シャンプーなんてだいきらい」
アンバー・スチュアート　作
　⑤「昔のくらし道具事典」小林　克　監修

■大人向けの本■
　①「ストロベリ−ナイト」誉田哲也　著
　②「ぼくは落ち着きがない」長嶋　有　著
　③「わが夫　チェ・ゲバラ」アレイダ・マルチ　著
　④「『格差社会』を乗り越える子どもの育て方」　
　　　　　　　　　　　　　　　汐見稔幸　著
　⑤「20代のいま、やっておくべきお金のこと」
中村芳子　著
■子ども向けの本■　
　①「かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ」
　原　ゆたか　作
　②「星座＆血液型占い」　マーク矢崎　作
　③「月蝕島の魔物」田中芳樹　作
　④「やってみようはじめての手話」
　　　　　　　　　　　　　　　　こどもくらぶ　編
　⑤「歌って書ける小学漢字1006」小学館　編

新着図書案内新着図書案内新着図書案内

3月の休館日
月曜日、祝日、31日

3月の休館日
日曜日、月曜日、祝日、31日

仁多カルプラ図書室 横田コミセン図書室

県内企業による説明会が開催されます。
１．日時・場所
　○松江会場⋯平成21年３月７日（土）
　　　　　　　13：00～17：00
　　　　　　　くにびきメッセ（松江市）
　○浜田会場⋯平成21年３月14日（土）
　　　　　　　13：00～16：30
　　　　　　　いわみーる（浜田市）
２．対象者
　　2010年３月大学等卒業予定者
３．参加企業
　　２月上旬から「ジョブカフェしまね」の
　　ホームページに順次掲載します。
　　　http://www.jobcafe-shimane.jp/
４．お問合せ先
　　ジョブカフェしまね
　　（財団法人ふるさと島根定住財団）
　　　電話　０８５２—２８—０６９１

「企業ガイダンス」のお知らせ 【ＮＴＴタウンページ・ハローページ
回収にご協力を・・・】

より便利に

より安心に!!より便利に

より安心に!!

保険内容を
改定しました

傷　害　保　険

対象となる事故

保　険　期　間

団体活動中の事故／往復中の事故

加入区分・掛金・補償金額（団体活動を行う5名以上の方々で、加入区分をそれぞれお選び頂いてご加入ください。）

平成21年4月1日午前0時より平成22年3月31日午後12時まで（申込受付は平成21年3月から）

共済見舞金賠償責任保険

スポーツ安全保険スポーツ安全保険スポーツ安全保険

島根県支部
（島根県体育協会内）

保険の詳しい内容、資料の請求は、
ホームページをご覧ください。 ●資料請求は、インターネットより受付けております。

インターネットからの加入受付を行っております。詳しくは、ホームページをご覧ください。

※同一団体で1口しか加入できません。中途加入する場合、中途脱退する場合も年間掛金を適用します。加入後の加入者の入換え、加入区分の変更はできません。
※掛金には（財）スポーツ安全協会で運営する「共済見舞金制度」の掛金、1人20円が含まれています。
※危険度の高いスポーツ活動はD区分以外では補償されません。

http://www.sportsanzen.org

検索Web スポーツ安全協会

〒690‐0016松江市上乃木10丁目4番2号島根県立水泳プール内TEL0852‐21‐5388電話受付時間：午前8時30分～午後5時（土、日、祝日、12月29日から1月3日を除く。）

5名以上の団体で
ご加入ください

傷害保険金額

後遺障害
（最　高）

年間掛金
（一人当たり）

加入
区分

補償対象となる団体活動等
賠償責任保険
てん補限度額
（免責金額なし）

共済見舞金加入対象者 入　院
（日　額）

通　院
（日　額）

死　亡

高校生
以上

65歳
以上

全年齢

子ども 突然死

180万円

対象と
なりません

急性心不全
脳内出血など中学生以下

（特別支援学校

高等部の

生徒を含む。）

大
　
人

〔 〕

団体活動全般
（スポーツ・文化・ボランティア・地域活動など）

子どものスポーツ活動の指導限定
※C区分でも加入可

上記以外
（個人活動・個人練習など）

文化・ボランティア・地域活動
団体員の送迎、応援、準備、片付け

スポーツ活動
スポーツ活動の指導

スポーツ活動
※C区分でも加入可
※スポーツ活動を行わない方はA2区分

団体活動全般

危険度の高いスポーツ活動

A1 600円

1,150円

600円

1,600円

1,100円

800円

9,000円

4,000円

5,000円

1,000円

4,000円

4,000円

2,500円

1,800円

1,800円

1,500円

2,000円

500円

1,500円

1,500円

1,000円

1,000円

1,000円

2,000万円

2,100万円

100万円

2,000万円

2,000万円

1,000万円

600万円

500万円

3,000万円

3,150万円

150万円

3,000万円

3,000万円

1,500万円

900万円

750万円

AW

A2

C

AC

B

D

日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません。

日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はA1区分と同様

身体・財物賠償
合算1事故500万円

身体・財物賠償
合算1事故5億500万円
ただし、身体賠償は1人1億500万円

身体・財物賠償
合算1事故5億円
ただし、身体賠償は　1人1億円

身体・財物賠償
合算1事故5億円
ただし、身体賠償は　1人1億円

（ ）

突然死

180万円

急性心不全
脳内出血など（ ）

労働に関する労使間トラブルの解決をお手伝いします！

　一方的に解雇すると言われた、有給休暇がない、残業しているのに手当てを払ってもらえな

い・・・。このような労使関係のトラブルについて、相談・あっせんにより解決のお手伝いを

します。

　○労働相談

　　・相談日・・・毎週月・水・金曜日８：３０～１７：１５（面談・電話）

　　　※Ｅメール（雇用政策課ホームページ専用フォーム）による相談も随時受け付けています。

　○あっせん

　　・あっせんとは、あっせん員（労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員から原則

　　　１名ずつ）が、当事者双方の主張を確かめ、解決に結び付く合意点を探り、話し合いに

　　　よる解決のお手伝いをします。（あっせんで当事者が直接話し合うことはありません。）

　　・利用できる人・・・県内の事業所に雇用されている、または雇用されていた労働者個人

　　　及び事業所の使用者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問合せ先・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島根県雇用政策課　０８５２−２２−６５５７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島根県労働委員会　０８５２−２２−５４５０

労働相談 ・ あっせん・助言

　ＮＴＴでは、３月に新

しい電話帳をお届けします。

　その際に、配達員に古

い電話帳をお渡しください。

　なお、配達した際にご

不在の場合は、改めて回

収にお伺いさせていただ

きますので、タウンページセンタまでご一報

ください。

　また、タウンページセンタでは、お届け内

容や配達冊数の変更も受付けておりますので、

お気軽にお申し付けください。　　　　　

　　　　　タウンページセンタ

　　　　　　（０１２０−５０６−３０９）

　　　　　　ご協力をよろしくお願いします。


